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務

は
じ
め
に

　

大
正
時
代
は
、
村
落
の
象
徴
で
あ
る
鎮
守
が
、
大
き
な
変
容
を
み

せ
た
時
代
で
あ
っ
た
。

　

内
務
省
に
よ
っ
て
、
明
治
三
十
九
年
（
一
九
〇
六
）
か
ら
開
始
さ

れ
た
神
社
整
理
は
、
全
国
的
に
地
域
社
会
の
神
社
を
大
規
模
に
整
理

す
る
計
画
で
、
そ
れ
ま
で
の
村
落
祭
祀
の
体
系
を
根
本
か
ら
揺
る
が

す
大
事
業
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
維
持
困
難
な
神
社
を
統
廃
合
す
る

こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
神
社
に
支
出
し
て
い
た
神
饌
幣
帛
料
を
削
減
し

て
町
村
の
財
政
を
健
全
化
す
る
と
と
も
に
、
地
域
社
会
の
精
神
的
な

拠
所
と
し
て
改
め
て
神
社
を
位
置
づ
け
直
し
、
そ
の
こ
と
で
町
村
の

行
政
力
の
強
化
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
（
（

。

　

日
露
戦
争
後
の
地
域
社
会
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
抱
え
て
い
た

が
、
明
治
政
府
は
そ
れ
ら
諸
問
題
の
解
決
の
た
め
の
施
策
と
し
て
地

方
改
良
運
動
を
企
て
、
そ
の
一
環
と
し
て
神
社
整
理
を
画
策
し
た
。

つ
ま
り
、
神
社
整
理
は
、
祭
祀
に
関
連
す
る
施
策
と
し
て
の
性
格
よ

り
も
、
地
域
再
編
成
を
目
的
と
し
た
地
方
行
政
策
と
し
て
の
側
面
が

強
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

当
時
の
地
域
社
会
で
は
、
行
政
体
と
し
て
の
町
村
よ
り
も
、
よ
り

小
さ
な
社
会
的
単
位
で
あ
る
大
字
な
ど
が
近
世
以
来
の
実
質
的
な
力

を
保
持
し
て
い
た
が
、
そ
う
し
た
あ
り
方
を
根
本
か
ら
変
革
し
、
町

村
に
実
体
を
与
え
て
行
こ
う
と
い
う
の
が
明
治
政
府
の
目
論
見
で

あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
神
社
整
理
を
断
行
し
、
一
つ
の
町
村
に
お
い

て
は
、
一
社
の
み
を
残
し
て
村
社
と
し
て
保
護
し
、
そ
の
ほ
か
の
神

社
を
統
廃
合
す
る
と
い
う
一
町
村
一
社
が
原
則
と
さ
れ
た
と
も
い
わ

れ
、
少
な
く
と
も
達
成
す
べ
き
理
想
的
な
目
標
と
さ
れ
た
。

　

実
際
に
は
、
神
社
整
理
は
、
地
域
社
会
の
あ
り
方
に
規
制
さ
れ
て

多
様
な
姿
を
み
せ
る
こ
と
に
な
る
が
、
地
域
の
神
社
祭
祀
に
重
大
な

影
響
を
与
え
た
点
は
す
べ
て
に
共
通
し
て
い
る
。
神
社
整
理
の
実
施

は
、
地
域
社
会
の
祭
祀
体
系
に
少
な
か
ら
ぬ
混
乱
を
も
た
ら
し
、
明
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治
政
府
の
期
待
に
反
し
て
、
神
社
に
対
す
る
敬
神
の
念
が
薄
れ
た
と

さ
え
い
わ
れ
る
。
当
然
、
神
社
整
理
へ
の
反
発
は
根
強
く
、
さ
ま
ざ

ま
な
か
た
ち
で
地
域
社
会
か
ら
の
反
撃
が
試
み
ら
れ
た
こ
と
は
周
知

の
通
り
で
あ
る
。

　

神
社
整
理
終
了
後
、
小
祠
の
復
祀
を
は
じ
め
、
整
理
後
の
状
況
を

可
能
な
限
り
復
帰
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
た
こ
と

は
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
と
類
似
し
た
動
き
の
一

つ
が
昇
格
運
動
で
あ
る
（
（
（

。
昇
格
運
動
の
大
部
分
は
、
郷
社
以
上
の
社

格
に
列
格
さ
れ
る
こ
と
を
目
指
す
運
動
で
あ
る
が
、
な
か
に
は
無
格

社
か
ら
村
社
へ
の
昇
格
を
目
指
し
た
場
合
が
み
ら
れ
た
。
村
社
は
、

社
格
と
し
て
は
一
番
下
で
あ
っ
た
が
、
地
域
社
会
の
鎮
守
に
ふ
さ
わ

し
い
社
格
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
面
も
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
自
分

た
ち
の
鎮
守
を
、
無
格
社
で
は
な
く
、
社
格
の
あ
る
神
社
に
し
た
い

と
い
う
強
い
願
い
を
抱
き
、
実
現
に
向
け
て
行
動
し
た
の
が
村
社
昇

格
運
動
で
あ
る
。

　

本
稿
で
取
り
上
げ
る
群
馬
県
佐
波
郡
茂
呂
村
下
茂
呂
の
千
本
木
神

社
の
事
例
は
、
神
社
整
理
後
に
村
社
昇
格
運
動
を
開
始
し
、
最
終
的

に
目
的
を
達
成
し
た
数
少
な
い
例
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
茂
呂
村
に

お
け
る
神
社
整
理
の
実
態
を
述
べ
た
後
、
千
本
木
神
社
の
村
社
昇
格

運
動
の
経
過
を
史
料
に
即
し
て
紹
介
し
、
そ
れ
を
担
っ
た
地
域
社
会

の
あ
り
方
を
検
討
し
た
い
。
小
さ
な
村
の
小
さ
な
出
来
事
で
は
あ
る

が
、
む
し
ろ
そ
こ
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
で
、
近
代
日
本
の
地
域
社

会
に
起
こ
っ
た
神
社
祭
祀
の
変
貌
の
実
態
に
迫
れ
る
の
で
は
な
い
か

と
思
う
。

一
、
明
治
後
期
に
お
け
る
茂
呂
村
の
神
社
整
理

　

ま
ず
、
茂
呂
村
の
概
要
と
、
同
村
の
明
治
時
代
後
期
に
お
け
る
神

社
整
理
に
つ
い
て
、
簡
潔
に
触
れ
て
お
こ
う
。

　

近
代
の
茂
呂
村
は
、
広
瀬
川
左
岸
の
台
地
上
か
ら
右
岸
の
沖
積
平

野
に
ま
た
が
る
範
囲
を
占
め
る
地
域
の
行
政
村
で
、
こ
の
地
域
の
中

心
的
な
都
市
で
あ
る
伊
勢
崎
町
の
す
ぐ
南
側
に
位
置
す
る
。
中
世
に

は
淵
名
荘
の
師
郷
と
呼
ば
れ
た
こ
と
が
史
料
に
み
え
、
板
碑
や
五
輪

塔
な
ど
の
石
造
物
が
多
数
分
布
し
て
お
り
、
逸
早
く
開
発
が
進
ん
で

い
た
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
近
代
の
茂
呂
村
は
、
江
戸

時
代
に
は
茂
呂
村
と
今
泉
村
の
二
村
に
分
か
れ
て
お
り
、
支
配
関
係

の
う
え
で
は
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
経
過
を
辿
っ
た
（
（
（

。

　

江
戸
時
代
の
茂
呂
村
は
、
最
初
前
橋
藩
領
で
あ
っ
た
が
、
寛
永
十

四
年
（
一
六
三
七
）
に
伊
勢
崎
藩
領
に
な
り
、
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）

に
は
再
び
前
橋
藩
領
に
戻
り
、
天
和
元
年
（
一
六
八
一
）
に
再
度
伊

勢
崎
藩
領
と
な
る
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
支
配
は
複
雑
な
経
過
を

辿
っ
た
。
村
高
は
、『
寛
文
郷
帳
』
に
よ
れ
ば
九
六
六
石
で
、
う
ち

田
方
二
三
一
石
、
畑
方
七
三
五
石
で
、
圧
倒
的
に
畑
方
が
多
い
村
で

あ
っ
た
。

　

一
方
、
近
世
の
今
泉
村
は
、
文
禄
年
中
（
一
五
九
二
～
一
五
九
六
）
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に
茂
呂
村
か
ら
分
村
し
た
と
伝
え
ら
れ
、
最
初
前
橋
藩
領
と
旗
本
土

屋
氏
の
相
給
で
あ
っ
た
が
、
前
橋
藩
領
分
に
つ
い
て
は
茂
呂
村
と
同

様
に
変
化
し
、
旗
本
領
に
つ
い
て
は
土
屋
氏
が
絶
家
し
た
た
め
、
最

終
的
に
は
杉
山
氏
・
新
見
氏
・
上
総
一
宮
藩
領
に
分
割
さ
れ
、
四
給

と
な
っ
た
。
村
高
は
、『
寛
文
郷
帳
』
に
よ
れ
ば
五
二
一
石
余
で
、

う
ち
田
方
一
一
七
石
余
、
畑
方
四
〇
三
石
余
で
、
畑
方
主
体
の
村
で

あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
茂
呂
村
と
今
泉
村
は
、
支
配
は
異
な
る
が
、
い
ず

れ
も
畑
方
主
体
の
村
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
生
業
な
ど
日
常
生
活
の
面

で
は
共
通
す
る
部
分
が
多
か
っ
た
。

　

明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
に
な
っ
て
、
江
戸
時
代
以
来
の
ま

と
ま
り
で
あ
る
茂
呂
村
と
今
泉
村
が
合
併
し
て
茂
呂
村
と
な
り
、
茂

呂
と
今
泉
の
二
つ
の
大
字
か
ら
構
成
さ
れ
る
行
政
村
が
誕
生
し
た
。

役
場
は
、
大
字
茂
呂
の
上
の
山
に
置
か
れ
た
が
、
そ
れ
は
交
通
の
要

衝
で
あ
る
同
地
が
こ
の
地
域
で
も
っ
と
も
賑
や
か
な
場
所
で
あ
っ
た

か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

そ
の
後
、
昭
和
十
五
年
（
一
九
四
〇
）
に
伊
勢
崎
市
に
併
合
さ
れ
、

何
度
か
の
行
政
区
画
の
変
遷
を
経
て
、
現
在
は
伊
勢
崎
市
新
栄
町
・

北
千
木
町
・
南
千
木
町
・
茂
町
・
茂
呂
町
一
～
二
丁
目
・
美
茂
呂

町
・
今
泉
町
一
～
二
丁
目
・
粕
川
町
と
な
っ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
江
戸
時
代
の
茂
呂
村
は
、
上
茂
呂
・
中
茂
呂
・
下
茂

呂
の
三
つ
の
社
会
的
な
ま
と
ま
り
か
ら
な
り
、
上
茂
呂
と
中
茂
呂
に

そ
れ
ぞ
れ
飯
福
大
明
神
、
下
茂
呂
に
千
本
木
大
明
神
が
祀
ら
れ
、
い

ず
れ
も
真
言
宗
退
魔
寺
が
管
理
し
て
い
た
。
一
方
、
江
戸
時
代
の
今

泉
村
は
、
八
幡
宮
・
愛
宕
宮
・
飯
福
社
の
三
社
が
祀
ら
れ
て
い
た
が
、

い
ず
れ
も
曹
洞
宗
法
長
寺
が
管
理
し
て
い
た
。
上
茂
呂
・
中
茂
呂
・

下
茂
呂
・
今
泉
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
生
活
の
基
本
的
な
単
位
と
し
て
機

能
し
て
い
た
ム
ラ
で
あ
り
、
村
人
に
と
っ
て
帰
属
意
識
が
持
て
る
地

域
社
会
で
あ
っ
た
。

　

近
代
の
茂
呂
村
が
成
立
す
る
以
前
の
明
治
十
二
年
、
群
馬
県
で
は
、

神
社
の
名
称
・
鎮
座
地
・
祭
神
・
由
緒
・
社
格
・
氏
子
数
・
基
本
財

産
な
ど
に
つ
い
て
調
査
し
、「
神
社
明
細
帳
」
を
作
成
し
た
。
そ
れ

は
、
神
社
の
公
的
台
帳
と
し
て
昭
和
戦
前
期
ま
で
使
用
さ
れ
た
が
、

茂
呂
村
で
は
中
茂
呂
の
飯
福
神
社
が
村
社
と
さ
れ
、
上
茂
呂
の
飯
福

神
社
と
下
茂
呂
の
千
本
木
神
社
は
無
格
社
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。

中
茂
呂
の
飯
福
神
社
は
、
茂
呂
村
の
総
鎮
守
と
い
わ
れ
、
他
の
神
社

よ
り
も
一
段
上
の
存
在
と
見
做
さ
れ
た
。
一
方
、
今
泉
村
で
は
、
八

幡
宮
が
村
社
に
指
定
さ
れ
、
滅
田
町
の
愛
宕
神
社
と
大
谷
戸
の
飯
福

社
が
無
格
社
と
さ
れ
た
。

　

茂
呂
村
の
神
社
合
併
は
明
治
四
十
年
に
実
施
さ
れ
、
上
茂
呂
の
飯

福
神
社
が
中
茂
呂
の
飯
福
神
社
に
、
今
泉
の
愛
宕
神
社
と
飯
福
神
社

が
八
幡
宮
に
合
祀
さ
れ
た
ほ
か
、
数
多
く
の
小
祠
が
上
茂
呂
と
中
茂

呂
、
下
茂
呂
、
今
泉
と
い
う
ま
と
ま
り
ご
と
に
近
く
の
鎮
守
に
合
祀

さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
中
茂
呂
の
飯
福
神
社
は
、
基
本
財
産
が
強
化



10明治聖徳記念学会紀要〔復刊第 51 号〕平成 26 年 11 月

さ
れ
、
氏
戸
数
が
大
き
く
増
加
し
、
茂
呂
村
の
村
社
と
し
て
の
面
目

を
保
っ
た
。
そ
の
反
面
、
上
茂
呂
で
は
神
社
が
な
く
な
り
、
祭
祀
は

中
茂
呂
の
飯
福
神
社
と
合
わ
せ
て
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

今
泉
の
八
幡
宮
は
、
同
様
に
村
社
に
指
定
さ
れ
、
茂
呂
村
で
は
二
社

が
村
社
と
な
り
、
結
果
的
に
一
大
字
一
社
の
神
社
整
理
を
達
成
し
た
。

　

下
茂
呂
の
千
本
木
神
社
は
、
神
社
整
理
後
も
存
続
で
き
た
が
、
無

格
社
で
あ
っ
た
た
め
、
い
つ
合
祀
の
対
象
と
さ
れ
る
か
わ
か
ら
な
い

状
況
と
な
っ
た
。
無
格
社
で
あ
っ
た
千
本
木
神
社
は
、
社
格
の
う
え

で
い
え
ば
上
茂
呂
の
飯
福
神
社
と
同
列
で
あ
り
、
合
祀
の
対
象
と
な

り
得
る
存
在
で
あ
っ
た
。
鎮
守
を
失
っ
た
上
茂
呂
の
村
人
の
無
念
さ

を
聞
き
、
自
分
ら
も
同
じ
境
遇
に
立
た
さ
れ
る
危
険
を
感
じ
、
鎮
守

の
大
切
さ
を
痛
感
し
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
鎮
守
千
本
木
神

社
の
存
続
の
た
め
の
昇
格
運
動
を
必
要
と
す
る
条
件
が
出
来
し
、
自

分
た
ち
の
鎮
守
が
合
祀
対
象
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
危
機
意

識
が
運
動
の
原
動
力
と
な
り
、
下
茂
呂
で
村
社
昇
格
運
動
が
展
開
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

二
、
社
殿
屋
根
葺
替
え
工
事

　

千
本
木
神
社
の
村
社
昇
格
運
動
に
つ
い
て
は
、
氏
子
総
代
が
廻
り

持
ち
で
管
理
し
て
い
る
文
書
に
含
ま
れ
て
い
る
大
正
四
年
（
一
九
一

五
）
か
ら
同
十
三
年
ま
で
氏
子
総
代
が
記
し
た
「
日
誌
（
（
（

」
に
詳
し
い

の
で
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
よ
っ
て
運
動
の
開
始
以
前
か
ら
運
動
の
終

焉
ま
で
の
流
れ
を
み
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
は
、
村
社
昇
格
運
動
に
先
立
っ
て
実
施
さ
れ
た
社
殿
屋
根
葺

替
え
工
事
の
状
況
を
、「
日
誌
」
に
よ
っ
て
あ
と
づ
け
て
お
こ
う
。

　

大
正
五
年
六
月
二
十
一
日
、
千
本
木
神
社
の
氏
子
総
代
・
氏
子
委

員
総
会
が
開
催
さ
れ
、
社
殿
の
屋
根
の
葺
替
え
工
事
に
関
し
、「
屋

根
替
費
徴
収
方
法
ヲ
戸
別
等
級
割
ニ
準
シ
徴
収
ス
ル
事
」
と
「
徴
収

金
額
ハ
金
壱
百
円
ヲ
第
一
期
ト
シ
七
月
十
二
日
ヲ
期
日
ト
定
メ
徴
収

ス
ル
事
」
が
決
定
さ
れ
た
。

　

等
級
割
は
、
所
得
な
ど
に
応
じ
て
設
定
さ
れ
た
等
級
を
基
準
に
課

せ
ら
れ
る
徴
収
方
法
で
あ
る
か
ら
、
少
な
く
と
も
総
会
以
前
に
等
級

が
決
め
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
所
得
な
ど
の
把
握
に
は
、
公
的

な
情
報
が
必
須
で
あ
り
、
な
ん
ら
か
の
方
法
で
等
級
表
を
事
前
に
作

成
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
れ
を
も
と
に
割
り
付
け
た
と
考
え

ら
れ
る
が
、
実
態
に
関
す
る
情
報
は
な
く
、
所
得
・
土
地
所
有
高
な

ど
の
う
ち
ど
れ
を
基
準
と
し
た
も
の
な
の
か
、
管
見
の
限
り
で
は
不

明
で
あ
る
。

　

七
月
十
六
日
に
は
、
各
戸
か
ら
徴
収
し
た
一
〇
〇
円
二
八
銭
に
加

え
、
農
工
債
券
利
子
金
三
〇
円
の
う
ち
二
〇
円
を
銀
行
に
預
金
し
、

農
工
債
券
利
子
金
の
残
り
で
あ
る
一
〇
円
を
社
費
に
当
て
た
。
わ
ず

か
一
箇
月
足
ら
ず
で
、
目
標
額
を
達
成
し
た
と
こ
ろ
に
、
村
人
の
実

行
力
の
強
さ
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

七
月
十
九
日
に
は
、
再
び
氏
子
総
代
・
氏
子
委
員
総
会
を
開
き
、
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屋
根
替
え
費
の
第
二
期
の
徴
収
を
、
八
月
二
十
八
日
を
期
日
と
定
め

て
お
こ
な
う
こ
と
に
決
定
し
た
。
八
月
二
十
八
日
ま
で
に
は
一
〇
〇

円
二
三
銭
の
徴
収
を
達
成
し
、
同
日
中
、
下
茂
呂
在
住
の
大
工
に
、

屋
根
替
え
設
計
図
面
と
工
事
費
見
積
書
の
作
成
を
依
頼
し
た
。

　

十
月
十
六
日
、
屋
根
替
え
の
件
に
つ
い
て
、
氏
子
総
会
を
開
催
し
、

「
屋
根
替
工
事
ニ
直
チ
ニ
着
手
ス
ル
事
」「
第
三
期
工
事
費
ヲ
徴
収
ス

ル
事
」「
工
事
委
員
五
名
ヲ
撰
挙
ス
ル
事
」
を
決
定
し
、
そ
の
場
で

工
事
委
員
五
人
を
選
出
し
た
。
氏
子
総
会
は
原
則
と
し
て
氏
子
全
員

が
集
う
も
の
で
、
代
表
が
集
う
氏
子
総
代
・
氏
子
委
員
総
会
よ
り
も

重
大
事
項
を
審
議
す
る
こ
と
が
必
要
な
場
合
に
開
催
さ
れ
る
も
の
で

あ
り
、
工
事
実
施
の
最
終
決
定
が
い
か
に
重
大
な
も
の
と
考
え
ら
れ

て
い
た
か
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
逆
に
い
え
ば
、
そ
れ
だ
け

氏
子
の
意
思
が
重
視
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
、
民
主
的
な
あ
り
方
と
い

え
る
。

　

ま
た
、
す
で
に
二
期
に
わ
た
っ
て
徴
収
し
た
う
え
に
、
さ
ら
に
第

三
期
の
徴
収
を
お
こ
な
う
こ
と
へ
の
氏
子
の
意
識
に
対
す
る
氏
子
総

代
の
配
慮
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
民
意
に
問
う
姿
勢
が
、

氏
子
総
代
側
の
基
本
的
な
態
度
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
大
正
時
代
固
有

の
状
況
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

十
一
月
十
二
日
ま
で
に
は
第
三
期
徴
収
金
一
〇
〇
円
二
四
銭
が
集

ま
り
、
屋
根
瓦
を
瓦
職
人
に
発
給
す
る
と
と
も
に
、
下
ろ
し
た
萱
屋

根
を
払
い
下
げ
る
た
め
に
投
票
に
よ
る
入
札
を
実
施
し
、
一
円
二
二

銭
で
落
札
し
た
。
十
二
月
七
日
に
は
、
佐
波
郡
長
が
巡
視
し
、
郡
書

記
に
よ
る
神
社
会
計
の
検
閲
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

　

こ
う
し
て
、
村
人
か
ら
の
多
額
の
徴
収
に
よ
っ
て
、
無
事
に
屋
根

替
え
の
目
途
が
た
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
屋
根
葺
替
え
工
事
に

よ
る
社
殿
外
観
の
整
備
が
、
引
き
続
き
お
こ
な
わ
れ
る
予
定
で
あ
っ

た
村
社
昇
格
運
動
の
前
提
と
な
る
事
業
で
あ
る
こ
と
を
、
氏
子
誰
も

が
知
っ
て
お
り
、
氏
子
の
積
極
的
な
協
力
が
得
ら
れ
た
ゆ
え
に
、
初

め
て
実
現
で
き
た
大
事
業
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

大
正
六
年
二
月
二
十
日
、
屋
根
替
え
工
事
の
着
手
に
先
立
っ
て
遷

宮
式
が
挙
行
さ
れ
、
二
十
五
日
に
は
い
よ
い
よ
大
工
に
よ
っ
て
着
工

さ
れ
た
。
三
月
十
二
日
に
開
始
さ
れ
た
「
地
固
め
」
は
十
五
日
に
終

了
し
、
そ
の
後
工
事
が
進
み
、
四
月
一
日
に
は
竣
工
し
た
の
で
、
上

棟
祝
金
三
円
を
大
工
に
贈
呈
し
た
。
そ
の
後
も
工
事
は
継
続
さ
れ
、

五
月
十
一
日
に
は
瓦
が
葺
き
終
わ
り
、
瓦
屋
へ
祝
金
二
円
を
贈
呈
し

た
。
七
月
二
十
五
日
に
は
、
屋
根
に
漆
喰
を
塗
る
工
事
が
終
わ
り
、

祝
金
二
円
を
左
官
屋
に
贈
呈
し
た
。
さ
ら
に
、
九
月
二
日
に
は
社
殿

本
体
の
修
繕
工
事
が
終
わ
り
、
十
月
五
日
に
は
社
殿
塗
替
え
工
事
が

終
了
し
、
こ
こ
に
千
本
木
神
社
社
殿
の
修
築
工
事
が
完
了
し
た
。

　

十
月
七
日
に
開
か
れ
た
氏
子
総
会
で
、
社
殿
工
事
費
の
決
算
報
告

が
な
さ
れ
、
そ
の
場
で
遷
宮
式
の
期
日
・
経
費
・
余
興
な
ど
に
つ
い

て
協
議
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
遷
宮
式
は
十
月
十
六
日
の
午
後
一
時

か
ら
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
経
費
は
金
五
〇
円
と
決
ま
っ
た
。
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ま
た
、
余
興
費
と
し
て
金
一
〇
円
が
計
上
さ
れ
、
各
組
合
か
ら
余
興

委
員
一
人
を
選
出
し
て
準
備
に
当
る
こ
と
と
し
、
余
興
費
の
賦
課
方

法
は
等
級
割
七
分
、
平
等
割
三
分
に
決
定
し
た
。
等
級
割
は
所
得
に

応
じ
た
配
分
、
平
等
割
は
戸
別
に
平
均
し
て
割
り
当
て
る
も
の
で
、

等
級
割
が
優
先
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
当
時
の
民
主
的
な
あ
り
方
に
対

す
る
考
え
方
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
「
日
誌
」
は
詳
細
を
語
ら
な
い
が
、
こ
う
し
て
遷
宮
式
が
無
事
終

了
し
、
村
社
昇
格
運
動
を
開
始
す
る
条
件
が
整
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

三
、
村
社
昇
格
運
動
の
開
始

　

大
正
十
年
十
一
月
二
十
五
日
に
氏
子
総
代
が
集
り
、
祭
典
費
と
電

灯
料
の
会
計
を
お
こ
な
っ
た
が
、
そ
の
席
上
で
同
月
十
四
日
に
昇
格

願
が
却
下
さ
れ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
は
「
基
本
財
産

少
額
ノ
為
メ
猶
積
立
金
ヲ
増
額
ス
ル
様
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、

そ
れ
を
受
け
て
、
当
初
近
日
中
の
開
催
を
予
定
し
て
い
た
氏
子
一
般

の
会
合
は
開
催
を
見
合
わ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

こ
の
「
日
誌
」
の
記
事
か
ら
、
そ
れ
以
前
に
村
社
昇
格
運
動
が
開

始
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
が
、
具
体
的
な
経
過
は
不
明
で
あ

る
。
大
正
六
年
の
社
殿
屋
根
葺
替
え
工
事
終
了
後
、
大
正
十
年
ま
で

の
間
に
、
村
社
昇
格
運
動
の
必
要
性
が
説
か
れ
、
総
代
会
な
ど
で
審

議
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
の
辺
の
こ
と
は
「
日
誌
」
に
は
み
え

な
い
。
隠
密
裏
に
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
最
初
の
記
事
は
、

い
き
な
り
却
下
さ
れ
た
と
い
う
報
告
で
あ
り
、
そ
れ
以
後
頻
繁
に
運

動
の
状
況
が
書
き
留
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

大
正
十
一
年
一
月
四
日
、
千
本
木
神
社
の
昇
格
に
必
要
な
基
本
金

の
増
加
の
件
に
つ
い
て
、
午
前
八
時
か
ら
下
茂
呂
会
所
で
集
会
が
も

た
れ
た
。
八
五
人
の
氏
子
が
参
加
し
、
氏
子
総
代
か
ら
昇
格
願
却
下

の
経
過
に
つ
い
て
詳
細
な
報
告
が
あ
り
、
約
一
五
〇
〇
円
の
基
本
財

産
を
積
み
立
て
な
け
れ
ば
昇
格
の
見
込
み
が
な
い
こ
と
が
説
明
さ
れ

た
。
そ
こ
で
、
基
本
財
産
積
み
立
て
の
可
否
が
議
題
と
な
っ
た
が
、

満
場
一
致
で
基
本
財
産
の
増
加
が
決
定
さ
れ
た
。

　

そ
の
積
み
立
て
の
方
法
と
し
て
、「
一
時
借
入
金
ヲ
成
シ
直
ニ
昇

格
ノ
手
続
ヲ
進
行
サ
ス
ル
」
手
段
が
採
用
さ
れ
、「
借
入
金
ニ
関
シ

テ
ハ
現
在
総
代
人
ニ
一
任
ス
ル
」
こ
と
に
な
り
、
三
回
に
分
け
て
氏

子
か
ら
基
本
金
を
徴
収
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
第
一
期
が

二
月
中
旬
ま
で
に
五
〇
〇
円
、
第
二
期
が
春
蚕
後
に
五
〇
〇
円
、
第

三
期
が
秋
蚕
後
に
五
〇
〇
円
を
目
標
と
し
、
平
等
割
三
分
・
等
級
割

七
分
の
割
合
で
全
戸
か
ら
徴
収
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

一
月
十
九
日
、
氏
子
総
代
が
佐
波
郡
役
所
に
出
向
き
、
昇
格
の
条

件
に
つ
い
て
再
度
確
認
を
し
た
。
そ
の
後
、
二
月
三
日
に
下
茂
呂
興

業
組
合
か
ら
一
五
〇
〇
円
を
借
り
入
れ
、
即
日
銀
行
に
預
け
た
。
十

一
日
に
は
、
氏
子
総
代
が
集
り
、
基
本
財
産
増
加
積
立
金
の
第
一
回

徴
収
金
を
調
べ
、
十
七
日
に
「
徴
収
ノ
切
符
」
を
発
行
す
る
こ
と
に

決
定
し
た
。
十
七
日
に
は
、
千
本
木
神
社
で
帰
郷
軍
人
奉
告
祭
を
開
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催
し
、
基
本
財
産
積
立
金
の
徴
収
金
五
〇
〇
円
を
興
業
組
合
に
返
金

し
た
。
ま
た
、
同
日
、
昇
格
願
書
を
村
役
場
に
提
出
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
三
月
二
十
三
日
、
昇
格
願
書
が
却
下
さ
れ
た
。
そ
の

理
由
は
社
掌
が
欠
員
で
あ
っ
た
た
め
で
、
速
や
か
に
神
職
推
薦
書
を

提
出
し
、
そ
の
許
可
が
下
り
て
か
ら
、
訂
正
の
上
改
め
て
願
書
を
出

す
よ
う
に
と
い
う
指
示
が
あ
っ
た
。

　

そ
こ
で
、
翌
二
十
四
日
、
下
淵
名
村
（
現
伊
勢
崎
市
）
の
大
国
神

社
社
掌
新
井
久
平
氏
に
千
本
木
神
社
社
掌
を
依
頼
す
る
と
い
う
前
総

代
か
ら
の
方
針
を
受
け
て
、
氏
子
総
代
が
同
氏
宅
を
訪
ね
た
が
、
こ

の
日
は
再
会
を
約
束
す
る
に
留
ま
っ
た
。
二
十
九
日
、
氏
子
総
代
が

再
度
交
渉
に
訪
れ
た
が
、
結
局
承
諾
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
四
月
三

日
、
神
武
天
皇
祭
を
執
行
し
た
後
、
神
職
の
件
に
つ
い
て
氏
子
総
代

の
協
議
が
持
た
れ
、
名
和
村
（
現
伊
勢
崎
市
）
の
飯
玉
神
社
社
掌
中

根
重
忠
氏
に
交
渉
し
、
も
し
そ
れ
が
だ
め
だ
っ
た
場
合
に
は
八
寸
村

（
現
伊
勢
崎
市
）
の
岡
本
氏
と
交
渉
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
。

　

翌
日
、
氏
子
総
代
が
中
根
氏
に
千
本
木
神
社
社
掌
の
件
で
相
談
に

訪
れ
た
と
こ
ろ
、
も
う
一
度
新
井
氏
に
考
え
直
し
て
も
ら
う
よ
う
に

と
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
、
中
根
氏
に
新
井
氏
あ
て
の
手
紙
を
書
い

て
も
ら
い
、
氏
子
総
代
が
そ
れ
を
持
参
し
て
、
午
後
新
井
氏
を
訪
ね

た
。
そ
の
結
果
、
新
井
氏
と
中
根
氏
の
間
で
協
議
す
る
こ
と
に
な
り
、

そ
の
日
の
う
ち
に
、
も
し
飯
玉
神
社
の
氏
子
総
代
の
諒
解
が
得
ら
れ

れ
ば
中
根
氏
が
引
き
受
け
る
と
の
回
答
が
新
井
氏
か
ら
も
た
ら
さ
れ

た
。

　

四
月
六
日
、
中
根
氏
が
千
本
木
神
社
社
掌
を
兼
務
す
る
こ
と
を
飯

玉
神
社
の
氏
子
総
代
が
承
認
し
た
旨
の
連
絡
が
新
井
氏
か
ら
あ
り
、

夜
に
な
っ
て
社
掌
俸
給
額
お
よ
び
新
井
氏
へ
の
謝
礼
に
つ
い
て
氏
子

総
代
の
会
合
が
も
た
れ
た
が
、
参
加
者
が
少
な
か
っ
た
た
め
決
定
に

は
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
七
日
の
夜
に
、
氏
子
総
代
・
氏
子

委
員
一
四
人
が
出
席
し
、
再
度
前
夜
の
議
題
に
つ
い
て
協
議
が
な
さ

れ
た
。
そ
の
結
果
、
新
改
正
令
の
九
級
俸
四
〇
円
を
支
給
す
る
こ
と

に
決
定
し
、
村
社
昇
格
実
現
の
折
は
増
額
す
る
こ
と
に
し
て
、
中
根

氏
と
交
渉
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
新
井
氏
へ
の
謝
礼
は
、
三

円
か
ら
五
円
の
間
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

八
日
、
氏
子
総
代
が
中
根
氏
に
交
渉
に
行
き
、
九
級
で
承
諾
を
得

た
。
直
ち
に
社
掌
推
薦
書
な
ど
の
書
類
の
作
成
に
着
手
し
た
が
、
飯

玉
神
社
の
氏
子
総
代
の
連
署
が
必
要
な
た
め
、
九
日
に
書
類
を
中
根

氏
の
も
と
へ
届
け
た
。
十
六
日
、
中
根
氏
か
ら
書
類
が
届
き
、
そ
れ

を
十
七
日
に
茂
呂
村
役
場
へ
提
出
し
た
。

　

五
月
十
八
日
、
茂
呂
村
役
場
か
ら
社
掌
指
令
が
交
付
さ
れ
、
二
十

一
日
に
氏
子
総
代
が
中
根
氏
に
手
渡
し
た
。
そ
の
際
、
神
社
の
預
金

な
ど
の
名
義
は
社
掌
名
義
と
し
、
印
鑑
は
氏
子
総
代
が
保
管
す
る
こ

と
が
取
り
極
め
ら
れ
た
。
二
十
二
日
、
新
井
氏
に
、
謝
礼
金
五
円
を

贈
呈
し
た
。
六
月
二
日
に
預
金
の
名
義
変
更
を
済
ま
せ
、
十
九
日
に

昇
格
願
書
を
茂
呂
村
役
場
に
提
出
し
た
。
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四
、
村
社
昇
格
の
実
現

　

し
か
し
、
七
月
十
七
日
に
ま
た
も
や
却
下
さ
れ
、
佐
波
郡
役
所
か

ら
訂
正
す
べ
き
点
に
つ
い
て
説
明
が
あ
っ
た
。
十
八
日
と
十
九
日
の

両
日
、
願
書
訂
正
の
た
め
に
前
年
度
収
支
を
調
べ
、
二
十
一
日
に
願

書
の
た
め
の
下
調
書
を
郡
役
所
に
提
出
し
た
。
八
月
十
日
、
佐
波
郡

役
所
か
ら
検
閲
済
み
の
願
書
が
届
い
た
の
で
清
書
を
始
め
、
十
八
日

に
願
書
に
添
付
す
る
証
券
・
預
金
の
保
管
証
明
を
準
備
し
た
。

　

二
十
七
日
に
借
金
返
済
の
件
に
つ
い
て
氏
子
総
代
の
会
合
が
持
た

れ
、
第
二
回
徴
収
金
と
し
て
六
〇
〇
円
を
前
回
同
様
の
方
法
で
集
め

る
こ
と
に
な
り
、
八
月
末
ま
で
に
切
符
を
配
付
し
、
九
月
十
日
に
徴

収
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
。
八
月
二
十
八
日
に
は
四
回
目
の
村
社
昇

格
願
書
を
茂
呂
村
役
場
に
提
出
し
た
。
九
月
十
日
に
は
、
予
定
通
り

第
二
回
徴
収
金
が
集
め
ら
れ
、
会
計
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

　

そ
う
し
た
な
か
、
九
月
二
十
八
日
、
ま
た
も
や
願
書
が
却
下
さ
れ

た
。

　

十
月
一
日
、
昇
格
願
い
と
例
祭
の
打
合
せ
の
た
め
、
氏
子
総
代
が

社
掌
を
訪
問
し
た
。
二
日
、
氏
子
総
代
の
会
合
が
持
た
れ
、
昇
格
願

い
に
必
要
な
伊
勢
崎
藩
主
酒
井
氏
寄
進
の
高
張
提
灯
を
張
替
え
、
社

内
の
常
灯
と
し
、
そ
の
写
真
を
撮
影
す
る
こ
と
に
決
ま
っ
た
。
ま
た
、

決
算
お
よ
び
積
立
金
第
二
回
徴
収
金
の
報
告
が
な
さ
れ
た
。

　

三
日
に
は
、
地
元
の
龍
頭
神
獅
子
舞
連
中
か
ら
十
七
日
の
例
祭
に

参
加
し
た
い
と
の
申
し
出
が
あ
り
、
氏
子
総
代
会
を
急
遽
開
催
し
、

三
五
円
以
内
の
費
用
で
お
こ
な
う
と
い
う
条
件
で
許
可
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
四
日
、
龍
頭
神
獅
子
舞
連
中
に
許
可
す
る
旨
を
伝
え
、
中

根
氏
と
例
祭
に
つ
い
て
打
合
せ
を
お
こ
な
っ
た
。
龍
頭
神
獅
子
舞
は
、

下
茂
呂
に
伝
わ
る
三
匹
獅
子
舞
で
、
古
来
千
本
木
神
社
に
奉
納
さ
れ

て
き
た
芸
能
で
あ
る
が
、
雨
乞
い
に
効
験
が
あ
る
こ
と
で
も
広
く
知

ら
れ
て
い
た
。

　

五
日
、
昇
格
願
い
の
打
合
せ
の
た
め
、
氏
子
総
代
が
群
馬
県
庁
へ

出
向
い
た
。
十
五
日
、
昇
格
願
い
に
添
付
す
る
た
め
に
、
高
張
提
灯

お
よ
び
龍
頭
神
獅
子
舞
の
写
真
を
撮
影
し
た
。
二
十
三
日
、
昇
格
願

書
を
付
箋
の
通
り
訂
正
し
、
佐
波
郡
役
所
の
閲
覧
を
受
け
、
清
書
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
十
一
月
八
日
、
氏
子
戸
数
の
訂
正
が
、
十
一
月

一
日
付
で
群
馬
県
か
ら
認
可
さ
れ
た
と
の
連
絡
が
あ
っ
た
。
十
四
日
、

清
書
を
終
え
た
昇
格
願
書
を
、
茂
呂
村
役
場
へ
提
出
し
た
。

　

大
正
十
二
年
二
月
十
六
日
、
群
馬
県
庁
か
ら
、
昇
格
願
い
に
つ
い

て
付
箋
に
よ
る
照
会
お
よ
び
追
加
添
付
書
を
必
要
と
す
る
旨
の
通
達

が
あ
り
、
氏
子
総
代
が
佐
波
郡
役
所
へ
出
頭
し
た
。
三
月
五
日
、
昇

格
願
い
の
実
地
検
査
と
し
て
群
馬
県
社
寺
係
大
図
軍
之
丞
が
来
村
し
、

佐
波
郡
書
記
・
茂
呂
村
書
記
の
立
会
い
の
も
と
に
調
査
が
お
こ
な
わ

れ
た
。
そ
の
結
果
を
受
け
て
、
九
日
に
、
添
付
書
類
な
ど
を
佐
波
郡

役
所
へ
提
出
し
た
。

　

十
日
、
昇
格
願
い
に
つ
い
て
群
馬
県
学
務
課
か
ら
問
い
合
わ
せ
が
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あ
り
、
氏
子
総
代
が
出
頭
し
た
と
こ
ろ
、
由
緒
中
に
北
条
氏
康
と
あ

る
の
は
氏
政
の
誤
り
で
は
な
い
か
と
の
質
問
が
あ
り
、
再
度
調
査
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
十
一
日
、
郷
土
史
家
の
相
川
之
賀
氏
に
調
査
し

て
も
ら
っ
た
結
果
、
氏
康
が
正
し
い
こ
と
が
判
明
し
、
相
川
氏
か
ら

群
馬
県
庁
へ
報
告
し
て
も
ら
う
こ
と
に
な
っ
た
。

　

五
月
一
日
、
佐
波
郡
役
所
か
ら
昇
格
願
い
の
件
で
出
頭
す
る
よ
う

に
と
の
連
絡
が
あ
り
、
氏
子
総
代
が
出
頭
し
た
と
こ
ろ
、
大
正
十
一

年
度
収
支
決
算
お
よ
び
大
正
十
二
年
度
収
支
予
算
を
添
付
す
る
よ
う

に
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
当
日
、
電
話
で
氏
康
が
正
確
で
あ

る
こ
と
を
、
群
馬
県
に
報
告
し
た
。

　

十
三
日
、
昇
格
願
い
に
添
付
す
る
書
類
の
打
合
せ
の
た
め
、
群
馬

県
庁
へ
氏
子
総
代
が
出
頭
し
た
と
こ
ろ
、
大
正
十
二
年
度
予
算
書
を

至
急
学
務
課
へ
提
出
す
る
よ
う
に
申
し
渡
さ
れ
た
。
十
四
日
、
予
算

書
を
群
馬
県
に
郵
送
し
た
。

　

二
十
六
日
、
群
馬
県
は
昇
格
申
請
を
受
理
す
る
こ
と
を
決
定
し
、

上
毛
新
聞
な
ど
に
「
千
本
木
神
社
の
社
格
昇
格
申
請
」
の
記
事
が

載
っ
た
。
六
月
一
日
、
佐
波
郡
役
所
か
ら
、
八
日
付
で
千
本
木
神
社

が
村
社
に
昇
格
し
た
と
の
指
令
が
内
務
省
よ
り
到
着
し
た
と
の
、
電

話
連
絡
が
あ
っ
た
。
十
八
日
、
千
本
木
神
社
を
村
社
に
列
す
る
と
の
、

内
務
省
の
指
令
を
受
領
し
た
。

　

ま
た
、
そ
の
折
に
群
馬
県
か
ら
社
務
所
の
建
設
、
幣
殿
屋
根
葺
替

え
、
社
殿
修
復
に
つ
い
て
指
示
が
あ
っ
た
た
め
、
氏
子
総
代
の
協
議

が
も
た
れ
た
が
、
参
加
者
が
少
な
か
っ
た
の
で
、
翌
日
に
持
ち
越
さ

れ
た
。
十
九
日
朝
か
ら
会
所
で
会
合
が
開
か
れ
、
農
繁
期
の
た
め
昇

格
奉
告
祭
は
氏
子
総
代
だ
け
で
略
式
に
お
こ
な
う
こ
と
、
昇
格
奉
告

祭
は
同
月
二
十
四
日
か
二
十
七
日
に
執
行
す
る
こ
と
、
基
本
財
産
借

金
取
り
立
て
は
、
等
級
決
定
の
う
え
七
月
七
日
に
お
こ
な
う
こ
と
、

氏
子
に
報
告
す
る
こ
と
な
ど
が
決
定
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
六
月
二
十

四
日
、
氏
子
総
代
全
員
参
加
の
も
と
、
社
掌
に
よ
る
神
事
が
厳
か
に

修
さ
れ
、
略
式
の
村
社
昇
格
奉
告
祭
が
執
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
七
月
二
十
三
日
に
は
、
神
饌
幣
帛
料
供
進
社
に
指
定
さ

れ
、
名
実
と
も
に
村
社
と
し
て
の
格
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
九
月

二
十
五
日
に
は
氏
子
総
代
会
を
開
催
し
、
氏
子
の
た
め
の
村
社
昇
格

奉
告
祭
に
つ
い
て
話
し
合
い
、
翌
々
日
五
六
人
の
氏
子
が
出
席
し
て

氏
子
総
会
を
開
催
し
、「
協
議
決
定
事
項
」
と
し
て
「
一
、
十
月
十

七
日
氏
子
ハ
一
般
ニ
奉
告
祭
場
ニ
参
列
ス
ル
コ
ト
」「
二
、
祭
事
ハ

震
災
ノ
時
節
柄
務
メ
テ
質
素
ニ
シ
氏
子
一
般
ニ
ハ
御
札
ト
一
合
搗
ノ

御
供
ヲ
一
個
配
付
ス
ル
コ
ト
、
外
御
神
酒
四
斗
樽
一
本
ヲ
当
日
神
庭

ニ
於
テ
召
上
ル
コ
ト
」「
三
、
入
口
ニ
花
崗
石
村
社
標
杭
ハ
（
見
積

三
十
三
円
）
惣
代
人
会
ノ
原
案
ヲ
承
認
ス
」「
四
、
祭
場
ニ
ハ
青
年
会

員
、
軍
人
支
会
員
、
処
女
会
員
、
両
区
長
、
村
長
、
書
記
、
高
等
小

学
校
生
徒
（
少
々
紀
念
品
ヲ
呈
ス
）
及
昇
格
ニ
付
御
配
慮
ヲ
蒙
リ
タ
ル

人
々
ニ
参
列
ヲ
乞
フ
コ
ト
」「
五
、
昇
格
ニ
関
シ
御
配
慮
ヲ
煩
シ
タ

ル
人
々
ニ
対
シ
此
際
記
念
品
ヲ
贈
呈
ス
ル
コ
ト
、
但
シ
人
撰
及
紀
念
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品
ハ
惣
代
人
ニ
一
任
ノ
コ
ト
」「
六
、
今
回
ノ
費
用
ハ
十
二
年
度
戸

数
等
扱
ニ
ヨ
リ
徴
収
シ
残
金
ヲ
生
シ
タ
ル
場
合
ニ
ハ
十
二
年
度
経
費

中
ニ
繰
入
ル
コ
ト
」
な
ど
六
箇
条
が
決
定
さ
れ
た
。

　

そ
し
て
、
十
月
十
七
日
に
は
、
午
前
十
時
三
〇
分
、
会
所
と
し
た

氏
子
総
代
八
田
栄
蔵
宅
か
ら
供
物
な
ど
を
神
社
に
運
び
、
準
備
万
端

を
整
え
た
。
龍
頭
神
獅
子
舞
を
先
頭
に
奉
幣
使
石
崎
茂
呂
村
長
・
佐

波
郡
長
代
理
多
賀
谷
書
記
・
郷
土
史
家
相
川
之
賀
・
区
長
・
青
年
会

員
・
処
女
会
員
・
軍
人
分
会
員
・
小
学
校
長
・
氏
子
小
学
校
生
徒
・

氏
子
惣
代
人
・
氏
子
一
般
の
順
に
行
列
を
な
し
て
社
殿
に
上
が
り
、

午
前
十
一
時
祭
事
を
開
始
し
、
十
二
時
に
無
事
祭
事
を
終
え
た
の
で

あ
っ
た
。
一
般
氏
子
は
神
庭
で
御
神
酒
を
い
た
だ
き
、
来
賓
は
会
所

で
休
息
し
、
弁
当
と
記
念
品
を
受
け
取
っ
て
午
後
一
時
に
散
会
し
た
。

　

こ
う
し
て
、
村
社
昇
格
運
動
は
、
見
事
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
が
、

そ
の
後
も
社
務
所
建
設
な
ど
の
課
題
が
残
り
、
氏
子
の
負
担
は
す
ぐ

に
軽
減
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
村
社
に
な
っ
た
こ
と

で
、
鎮
守
を
喪
失
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
不
安
は
取
り
除
か
れ
、

千
本
木
神
社
の
祭
祀
は
従
来
以
上
に
整
っ
た
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。

五
、
村
社
昇
格
運
動
の
担
い
手

　

上
記
の
経
過
か
ら
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
村
社
昇
格
運
動
は
基
本

財
産
の
増
加
・
社
掌
の
設
置
・
建
物
の
修
築
・
由
緒
の
調
査
な
ど
多

岐
に
わ
た
る
活
動
か
ら
な
っ
て
お
り
、
氏
子
全
体
の
積
極
的
な
協
力

の
も
と
に
、
氏
子
総
代
を
中
心
に
展
開
さ
れ
た
。
氏
子
総
代
は
、
運

動
の
基
本
方
針
の
策
定
に
当
る
と
と
も
に
、
交
渉
や
手
続
き
な
ど
の

事
務
的
な
仕
事
を
す
べ
て
担
い
、
運
動
を
率
先
し
て
進
め
た
。
村
社

昇
格
運
動
の
実
質
的
な
担
い
手
は
、
氏
子
総
代
と
み
て
ま
ち
が
い
な

い
が
、
彼
ら
は
村
内
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
立
場
に
置
か
れ
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
日
誌
」
に
は
、
大
正
四
年
十
月
三
日
の
氏
子
総
代
・
氏
子
委
員

改
選
の
記
事
が
み
ら
れ
、
氏
子
総
代
が
五
人
で
あ
っ
た
こ
と
、
氏
子

委
員
の
な
か
か
ら
選
出
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
な
お
、
任
期
は

三
年
で
、
重
任
は
妨
げ
な
い
原
則
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
（
（

。

氏
子
委
員
は
各
伍
長
組
か
ら
一
人
が
選
挙
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
、
菊

池
孝
作
以
下
一
七
人
が
氏
子
委
員
に
就
任
し
た
が
、
そ
の
な
か
か
ら

再
び
氏
子
委
員
の
選
挙
に
よ
っ
て
五
人
の
氏
子
総
代
が
選
出
さ
れ
た
。

こ
の
年
の
氏
子
総
代
は
、
大
和
藤
吉
・
新
井
伝
七
・
菊
池
幸
蔵
・
鈴

木
市
五
郎
・
菊
池
順
之
の
五
人
で
、
大
和
・
新
井
・
菊
池
・
鈴
木
の

イ
ッ
ケ
の
代
表
と
し
て
の
側
面
を
持
っ
て
い
た
。

　

伍
長
組
は
、
基
本
的
に
は
近
隣
組
で
、
伍
長
も
し
く
は
組
長
を
置

い
て
い
る
。
伍
長
・
組
長
は
、
伍
長
会
を
開
催
し
、
評
議
員
と
と
も

に
村
の
運
営
を
お
こ
な
う
存
在
で
あ
る
。
伍
長
組
は
、
近
隣
組
で
あ

る
か
ら
本
来
は
地
縁
的
な
組
織
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
同
族
団
で

あ
る
イ
ッ
ケ
が
集
住
す
る
傾
向
が
あ
る
た
め
、
実
際
に
は
血
縁
的
な
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要
素
を
多
分
に
含
ん
だ
組
織
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
氏
子
総
代
の
選

出
に
あ
た
っ
て
イ
ッ
ケ
に
対
す
る
配
慮
が
働
き
、
氏
子
総
代
が
イ
ッ

ケ
の
代
表
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
氏
子
総
代
が
固
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
一
定
の
バ
ラ

ン
ス
感
覚
に
立
脚
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、「
日
誌
」
に
み
え

る
大
正
十
年
十
月
十
五
日
に
お
こ
な
わ
れ
た
改
選
の
結
果
が
、
大
正

四
年
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
判
明
す
る
。
そ
れ

は
、
一
七
人
の
「
委
員
」
か
ら
、
八
田
栄
蔵
・
大
沢
喜
太
郎
・
菊
池

幸
蔵
・
菊
池
辰
五
郎
・
鈴
木
近
蔵
の
五
人
の
「
社
総
代
」
が
選
出
さ

れ
た
が
、
菊
池
・
鈴
木
イ
ッ
ケ
は
相
変
わ
ら
ず
含
ま
れ
て
い
る
も
の

の
、
大
和
・
新
井
に
代
わ
り
八
田
・
大
沢
が
新
た
に
入
る
と
い
う
変

化
が
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
委
員
」
は
氏
子
委
員
、「
社
総

代
」
は
氏
子
総
代
の
異
称
で
、
氏
子
委
員
は
戦
後
世
話
人
、
氏
子
総

代
は
神
社
総
代
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
こ
の
体
制
は
昭
和
五

十
年
頃
ま
で
維
持
さ
れ
た
（
（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
氏
子
総
代
は
、
特
定
の
家
に
偏
る
よ
う
な
こ
と
は

な
か
っ
た
が
、
村
の
社
会
関
係
を
色
濃
く
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

名
望
家
と
ま
で
は
い
か
な
い
が
、
村
内
の
格
式
あ
る
家
の
人
物
が
選

出
さ
れ
る
傾
向
は
否
め
ず
、
村
の
上
層
の
家
か
ら
選
出
さ
れ
る
の
が

通
常
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
氏
子
委
員
か
ら
選
出
さ
れ
る
決
ま
り
で

あ
っ
た
が
、
氏
子
委
員
を
選
出
す
る
の
は
一
般
の
氏
子
で
あ
っ
た
。

氏
子
は
、
居
住
す
れ
ば
自
然
と
氏
子
に
な
る
と
さ
れ
、
新
興
宗
教
な

ど
に
加
入
し
て
い
る
家
が
意
図
的
に
氏
子
で
あ
る
こ
と
を
拒
む
例
が

な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
原
則
的
に
は
村
人
と
同
義
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。

　

氏
戸
数
は
、
大
正
期
の
実
数
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
史
料
に
恵
ま

れ
て
い
な
い
が
、
明
治
十
一
年
に
は
一
五
四
戸
の
み
で
あ
っ
た
の
が
（
（
（

、

昭
和
十
一
年
に
は
二
一
九
戸
に
増
加
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の

で
（
（
（

、
二
〇
〇
戸
前
後
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

　

氏
子
は
、
お
札
を
受
け
取
り
、
氏
子
委
員
を
選
出
す
る
権
利
が
あ

る
と
と
も
に
、
氏
子
費
を
支
払
う
義
務
が
あ
る
。
こ
の
氏
子
費
の
延

長
線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
が
、
村
社
昇
格
運
動
に
お
け
る
経
済

的
な
負
担
で
、
そ
れ
は
氏
子
全
体
に
及
ん
だ
。
そ
の
賦
課
方
法
も
、

平
等
割
三
分
・
等
級
割
七
分
の
割
合
で
各
戸
に
課
す
と
い
う
も
の
で

あ
り
、
実
質
的
に
は
村
の
家
々
か
ら
な
る
氏
子
組
織
が
請
け
負
う
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
で
、
村
社
昇
格
運
動
は
、
村
落
を
あ
げ
て
の

取
り
組
み
で
あ
り
、
氏
子
の
理
解
と
協
力
が
な
け
れ
ば
決
し
て
実
現

で
き
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　

で
は
、
村
社
昇
格
運
動
は
、
村
内
で
完
結
す
る
よ
う
な
運
動
で

あ
っ
た
か
と
い
え
ば
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
な
に
よ
り
も
行
政

と
の
関
係
の
な
か
で
立
ち
現
れ
て
き
た
運
動
で
あ
り
、
役
場
職
員
や

神
職
、
果
て
は
郷
土
史
家
ま
で
巻
き
込
ん
で
展
開
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
、

村
外
へ
の
広
が
り
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
り
わ
け
、
茂
呂
村
役

場
や
佐
波
郡
役
所
は
、
昇
格
願
い
を
受
理
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
積
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極
的
に
行
政
指
導
を
展
開
し
て
お
り
、
む
し
ろ
氏
子
総
代
を
支
援
し

た
と
い
っ
て
過
言
で
な
い
。
そ
れ
は
、
細
部
に
ま
で
及
ぶ
も
の
で

あ
っ
た
と
み
ら
れ
、
疑
問
点
に
付
箋
を
貼
る
だ
け
で
は
な
く
、
清
書

に
先
立
っ
て
下
書
き
を
点
検
す
る
な
ど
、
個
別
具
体
的
な
支
援
で

あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

行
政
が
神
社
整
理
を
推
進
し
た
母
体
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

整
理
後
の
状
態
が
崩
れ
る
こ
と
を
決
し
て
好
ま
し
い
と
は
考
え
な

か
っ
た
と
予
測
さ
れ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
実
際
に
は
村
社
昇
格
運
動

へ
の
支
援
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
行
政
の
支
援
な
く
し
て

は
、
村
社
昇
格
運
動
が
成
功
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と

を
考
え
る
と
、
そ
の
存
在
は
ま
こ
と
に
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い

わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
背
景
に
は
、
当
時
の
地
方
行
政
機
関
が
、

地
元
出
身
者
を
主
要
な
構
成
員
と
す
る
た
め
に
民
情
に
詳
し
く
、
日

常
的
に
地
域
社
会
と
頻
繁
に
交
流
し
て
い
た
と
い
う
事
情
が
あ
ろ
う

が
、
大
正
期
の
時
代
性
が
反
映
し
て
い
る
可
能
性
も
考
慮
せ
ね
ば
な

る
ま
い
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
村
社
昇
格
運
動
は
、
千
本
木
神
社
の
氏
子
総
代

が
主
た
る
担
い
手
で
あ
っ
た
が
、
彼
ら
を
支
え
た
氏
子
と
行
政
と
い

う
二
者
を
無
視
し
て
は
運
動
の
全
体
像
を
見
失
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

下
茂
呂
の
氏
子
の
支
援
の
も
と
、
氏
子
総
代
は
茂
呂
村
役
場
や
佐
波

郡
役
所
の
協
力
を
仰
ぎ
つ
つ
、
村
社
昇
格
運
動
を
推
進
し
た
の
で
あ

る
。

　

な
お
、
神
職
の
動
き
は
か
な
ら
ず
し
も
活
発
で
は
な
く
、
佐
波
郡

神
職
会
に
つ
い
て
は
直
接
的
な
動
き
を
確
認
で
き
な
い
点
、
郷
社
へ

の
昇
格
運
動
の
場
合
と
は
異
質
な
部
分
が
あ
る
可
能
性
が
指
摘
で
き

よ
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
郷
社
や
そ
れ
以
上
の
社
格
へ
の
昇
格
を

目
指
す
運
動
に
お
い
て
は
、
神
職
の
活
発
な
活
動
が
顕
著
に
み
ら
れ

る
の
で
あ
り
、
そ
の
相
違
点
は
明
白
で
あ
る
。
村
社
昇
格
運
動
に
お

け
る
神
職
の
活
動
が
か
な
ら
ず
し
も
活
発
で
な
い
の
は
、
も
と
も
と

神
職
が
不
在
で
あ
っ
た
千
本
木
神
社
固
有
の
特
色
な
の
か
、
よ
り
広

く
み
ら
れ
る
現
象
な
の
か
、
今
後
注
意
し
て
い
き
た
い
。

お
わ
り
に

　

村
社
は
、
社
格
制
度
の
も
と
で
の
末
端
の
社
格
で
、
本
来
村
の
鎮

守
の
地
位
と
い
う
べ
き
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
明
治
時

代
末
期
、
地
方
改
良
運
動
の
一
環
と
し
て
町
村
合
併
が
進
め
ら
れ
た

結
果
、
か
つ
て
村
で
あ
っ
た
ま
と
ま
り
が
大
字
と
な
り
、
村
の
象
徴

で
あ
っ
た
鎮
守
ま
で
整
理
さ
れ
る
事
態
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
。
神
社

整
理
で
あ
る
。

　

神
社
整
理
後
、
群
馬
県
那
波
郡
茂
呂
村
で
は
、
大
字
茂
呂
の
飯
福

神
社
と
大
字
今
泉
の
八
幡
宮
の
二
社
を
村
社
に
指
定
し
、
そ
れ
以
外

の
神
社
は
無
格
社
と
し
て
扱
っ
た
。
神
社
整
理
は
、
一
町
村
一
社
に

ま
で
絞
り
込
む
の
が
望
ま
し
い
と
い
わ
れ
、
村
社
を
一
大
字
一
社
に

ま
で
整
理
し
た
茂
呂
村
で
は
あ
る
が
、
よ
り
一
層
の
神
社
整
理
の
推
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進
も
あ
り
得
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　

そ
の
た
め
、
無
格
社
は
い
つ
整
理
さ
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う

状
況
が
生
じ
、
無
格
社
千
本
木
神
社
を
鎮
守
と
し
て
い
た
下
茂
呂
で

は
、
鎮
守
を
喪
失
す
る
危
機
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、

村
社
に
昇
格
さ
せ
る
こ
と
で
、
鎮
守
の
存
続
を
図
ろ
う
と
い
う
村
社

昇
格
運
動
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、

村
社
昇
格
運
動
は
、
鎮
守
保
護
運
動
で
も
あ
っ
た
。

　

運
動
の
詳
細
な
経
過
は
、
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
願

書
を
提
出
し
て
は
却
下
さ
れ
る
と
い
う
作
業
を
繰
り
返
し
、
よ
う
や

く
昇
格
を
達
成
し
た
。
達
成
後
、
茂
呂
村
で
は
村
社
が
三
社
と
な
り
、

大
字
茂
呂
で
は
大
字
に
二
社
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
行
政
当

局
と
す
れ
ば
、
一
度
一
大
字
一
社
を
達
成
し
て
い
な
が
ら
、
あ
る
意

味
で
後
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
茂
呂
村
役
場
に
は

下
茂
呂
の
意
向
を
無
視
で
き
な
い
状
況
が
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。
本

稿
で
は
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
下
茂
呂
は
養
蚕
や

織
物
業
が
盛
ん
な
地
域
で
、
経
済
的
に
恵
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
、
村

社
昇
格
の
実
現
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

最
後
に
、
今
後
の
課
題
を
明
記
し
、
拙
い
考
察
を
終
え
た
い
。

　

今
回
は
、
運
動
を
推
進
し
た
氏
子
総
代
や
氏
子
の
意
識
を
分
析
す

る
史
料
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
彼
ら
が
昇
格
達
成
を

大
い
に
誇
り
に
感
じ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
推
測
で
き
る
。
今

後
、
個
人
的
に
記
さ
れ
た
回
想
録
の
よ
う
な
史
料
に
巡
り
合
え
れ
ば
、

氏
子
の
心
意
に
ま
で
到
達
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
そ
う
し
た

史
料
が
存
在
し
な
い
と
す
れ
ば
、
氏
子
の
行
動
か
ら
心
意
を
う
か
が

う
方
法
を
練
磨
し
、
鎮
守
が
村
社
と
し
て
存
続
し
た
こ
と
の
も
つ
意

味
に
迫
る
作
業
が
、
こ
れ
か
ら
の
大
き
な
課
題
と
な
ろ
う
。

　

ま
た
、
茂
呂
村
に
お
い
て
神
社
整
理
が
実
施
さ
れ
た
の
が
明
治
四

十
年
で
あ
り
な
が
ら
、
村
社
昇
格
運
動
が
本
格
的
に
始
動
し
た
の
が

大
正
十
年
で
あ
る
こ
と
の
歴
史
的
意
味
に
つ
い
て
も
、
今
回
は
な
ん

ら
言
及
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ
、
氏
子
―
氏
子
委
員
―

氏
子
総
代
と
い
う
村
内
の
シ
ス
テ
ム
が
確
立
し
て
お
り
、
通
常
は
氏

子
総
代
会
で
審
議
さ
れ
る
が
、
重
要
案
件
に
つ
い
て
は
氏
子
会
が
開

催
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
運
営
方
法
も
見
事
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

こ
う
し
た
神
社
の
維
持
・
管
理
を
め
ぐ
る
地
域
社
会
シ
ス
テ
ム
の
確

立
が
、
村
社
昇
格
運
動
が
成
功
し
た
理
由
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
点

に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
組
織
化
の
時
期
や
展
開
過
程
が
判
明

す
れ
ば
、
村
社
昇
格
運
動
を
地
域
史
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が

可
能
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
今
後
の
課
題
と
せ
ざ
る
を
得
な

い
。

　

多
く
の
課
題
を
残
し
た
ま
ま
で
あ
る
が
、
ま
ず
は
大
正
時
代
に
お

け
る
村
社
昇
格
運
動
の
一
事
例
を
紹
介
し
、
博
雅
の
士
の
ご
教
示
を

得
た
い
と
思
う
。
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註（1
）　

神
社
合
祀
に
つ
い
て
は
、
多
数
の
研
究
書
が
あ
り
、
代
表
的
な
研

究
と
し
て
次
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
米
地
実
『
村
落
祭
祀
と
国

家
統
制
』
一
九
七
七
年　

御
茶
の
水
書
房
、
森
岡
清
美
『
近
代
の

集
落
神
社
と
国
家
統
制
―
明
治
末
期
の
神
社
整
理
―
』
一
九
八
七

年　

吉
川
弘
文
館
、
櫻
井
治
男
『
蘇
る
ム
ラ
の
神
々
』
一
九
九
二

年　

大
明
堂
。

（
2
）　

昇
格
運
動
に
つ
い
て
は
、
市
田
雅
崇
に
よ
る
気
多
神
社
の
官
国
幣

社
昇
格
運
動
を
扱
っ
た
研
究
な
ど
が
あ
る
が
、
村
社
昇
格
運
動
を

直
接
扱
っ
た
研
究
は
管
見
の
限
り
で
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
市

田
雅
崇
「
民
俗
州
境
空
間
の
歴
史
性
：
気
多
神
社
の
官
国
幣
社
昇

格
運
動
と
気
多
神
の
物
語
の
変
容
」『
哲
学
』
一
一
九
号　

二
〇

〇
八
年　

慶
応
大
学
。

（
3
）　

伊
勢
崎
市
『
伊
勢
崎
市
史
』
通
史
編
2
（
近
世
）　

一
九
九
三
年　

伊
勢
崎
市
。

（
4
）　

村
社
昇
格
運
動
に
関
わ
る
部
分
が
、
伊
勢
崎
市
『
伊
勢
崎
市
史
』

資
料
編
4
（
近
現
代
1
）　

一
九
八
七
年　

伊
勢
崎
市
に
抄
録
さ

れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
未
収
録
部
分
に
つ
い
て
は
総
代
会
所
蔵

の
原
史
料
に
拠
っ
た
。
な
お
、「
日
誌
」
と
と
も
に
「
大
正
十
二

年
六
月
／
村
社
千
本
神
社
昇
格
書
類
／
氏
子
総
代
人
」「
祭
神
及

由
緒
記
／
村
社
千
本
木
神
社
」
な
ど
、
村
社
昇
格
運
動
の
基
礎
史

料
が
現
存
し
て
お
り
、
必
要
に
応
じ
て
一
部
を
参
照
し
た
。
以
下
、

特
に
断
わ
ら
な
い
限
り
、
同
史
料
に
よ
る
。

（
5
）　

伊
勢
崎
市
『
北
千
木
町
南
千
木
町
の
民
俗
』（
伊
勢
崎
市
民
俗
調

査
報
告
書
第
八
集
）
一
九
八
七
年　

伊
勢
崎
市
。

（
6
）　

同
右
文
献
。

（
7
）　

群
馬
県
「
那
波
郡
神
社
明
細
表
」、
群
馬
県
立
文
書
館
所
蔵
。

（
8
）　

茂
呂
尋
常
高
等
小
学
校
編
「
郷
土
調
査
」、
伊
勢
崎
市
立
図
書
館

所
蔵
。

（
立
正
大
学
文
学
部
教
授
）


